
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

岡

山

県

道

路

交

通

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

交

通

企

画

課

す

る

規

則

担

当

課

（

室

）

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

目

次

【

告

示

】

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

○

〃

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

平

成

二

十

九

年

二

級

建

築

士

試

験

の

実

施

建

築

指

導

課

○

平

成

二

十

九

年

木

造

建

築

士

試

験

の

実

施

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

安

委

員

会

】

○

岡

山

県

警

察

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

警

務

課

則 岡

山

県

公

報

平成２９年３月１０日 第１１８７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
七
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

。

「

」

。
）

、

、

号

以
下

条
例

と
い
う

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は

そ
の
効
力
を
失
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

二

（
二

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

三

メ
チ
ル
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
（
通
称
名
二

Ｆ
Ｐ
Ｍ
）

－
－

－
－

－

及
び
そ
の
塩
類

２

Ｎ

（
一

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）

一

［

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ

二
Ｈ

ピ
ラ
ン

四

イ
ル
）

－
－

－
－

－
－

－
－

（

メ
チ
ル
］

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ

－
－

－
－

Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
、
Ａ
Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ

一
）
及
び
そ
の
塩
類

－３

Ｎ

（
二

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）

一

［

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ

二
Ｈ

ピ
ラ
ン

四

イ
ル
）

－
－

－
－

－
－

－
－

（

メ
チ
ル
］

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ

－
－

－
－

Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ

二

ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
、
Ａ
Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ

－
－

Ａ

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ

二
）
及
び
そ
の
塩
類

二

指
定
の
失
効
の
理
由

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め

三

失
効
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
六
日

平成２９年３月１０日　岡山県公報　第１１８７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
笑
夢

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
駅
前
二
丁
目
一
二

一
三
三

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
エ
ム

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
秦
三
三
二
番
地
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
一
五
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２９年３月１０日　岡山県公報　第１１８７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

井
原
市
芳
井
町
川
相
字
大
段
二
一
七
三
の
二
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

解
除
の
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た
め

平成２９年３月１０日　岡山県公報　第１１８７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

井
原
市
門
田
町
字
大
平
四
一
〇
〇
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

平成２９年３月１０日　岡山県公報　第１１８７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

北
房
井
倉
哲
西
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新
見
市
法
曽
字
ト
チ
畑
三
五
五
五
番
一
地
先
か

新

七
〇
・
〇

ら

七
・
八
～

新
見
市
法
曽
字
田
カ
ン
ダ
三
五
一
六
番
一
地
先

一
六
・
五

ま
で

新
見
市
法
曽
字
ト
チ
畑
三
五
五
五
番
一
地
先
か

旧

七
〇
・
〇

ら

四
・
八
～

新
見
市
法
曽
字
田
カ
ン
ダ
三
五
一
六
番
一
地
先

一
二
・
四

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

八
木
山
日
生
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

平成２９年３月１０日　岡山県公報　第１１８７０号



別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

備
前
市
蕃
山
字
佐
那
高
下
一
四
七
二
番
一
地
先

新

五
二
・
〇

か
ら

一
〇
・
〇
～

備
前
市
蕃
山
字
佐
那
高
下
一
四
八
五
番
一
三
地

六
六
・
五

先
ま
で

備
前
市
蕃
山
字
佐
那
高
下
一
四
七
二
番
一
地
先

五
二
・
〇

か
ら

一
〇
・
〇
～

備
前
市
蕃
山
字
佐
那
高
下
一
四
八
五
番
一
三
地

六
六
・
五

先
ま
で

旧

備
前
市
蕃
山
字
佐
那
高
下
一
四
七
二
番
一
地
先

三
・
〇
～

か
ら

備
前
市
蕃
山
字
左
那
高
下
三
番
一
地
先
を
経
て

一
四
〇
・
〇

六
六
・
五

備
前
市
蕃
山
字
佐
那
高
下
一
四
八
五
番
一
三
地

先
ま
で

平成２９年３月１０日　岡山県公報　第１１８７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

北
房
井
倉
哲

新
見
市
法
曽
字
ト
チ
畑
三
五
五
五
番
一
地
先
か
ら

平
成
二
十
九

西
線

新
見
市
法
曽
字
田
カ
ン
ダ
三
五
一
六
番
一
地
先
ま
で

年
三
月
十
日

平成２９年３月１０日　岡山県公報　第１１８７０号



〔
七
三
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九

年
二
級
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時学

科
の
試
験

(1)

平
成
二
十
九
年
七
月
二
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

(2)

平
成
二
十
九
年
九
月
十
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

場
所

岡
山
県
立
岡
山
工
業
高
等
学
校

（
岡
山
市
北
区
伊
福
町
四
丁
目
三
番
九
二
号
）

二

受
験
資
格

１

学
科
の
試
験

建
築
士
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

２

設
計
製
図
の
試
験

学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
七
年
又
は
平
成
二
十
八
年
の
二
級
建
築
士

試
験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む

）
に
お
い
て
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者

。

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
本
年
の
学
科
の
試
験
を
免
除
す
る
。

三

受
験
手
数
料

一
六
、
九
〇
〇
円

四

受
験
申
込
手
続

１

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の

。

受
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
受
験
申
込
書
に
平
成
二
十
八
年
以
前
の
二
級
建
築
士
試
験
の

受
験
票
若
し
く
は
合
否
の
通
知
書
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
者
又
は
離
島
等
で
直
接
申
込
み
が
で
き
な

い
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
で
、
勤
務
先
の
証
明
書
若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
が
添
付

さ
れ
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

平成２９年３月１０日　岡山県公報　第１１８７０号



受
験
申
込
受
付
期
間

(1)

平
成
二
十
九
年
四
月
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
ま
で

受
験
申
込
方
法

(2)

次
の
宛
先
に
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と

（
平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
の
消
印
の

。

あ
る
も
の
ま
で
有
効
）

〒
一
〇
二

〇
〇
九
四

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
六
号

紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル

－

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

本
部

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に

必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。受

験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
二
十
九
年
四
月
十
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
午
後
四
時

ま
で受

験
申
込
方
法

(2)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.

o
r
.
j
p
/

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

３

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で
の
毎
日
午

前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

受
付
場
所

(2)

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
会
議
室

（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建
築
会
館
五
階
）

受
験
申
込
方
法

(3)

受
験
申
込
書
は
、
原
則
と
し
て

の
受
付
場
所
に
申
込
者
本
人
が
直
接
提
出
す
る
こ
と
。

(2)

五

合
否
の
通
知

１

学
科
の
試
験

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

２

設
計
製
図
の
試
験
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平
成
二
十
九
年
十
二
月
七
日
（
木
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

六

受
験
申
込
書
の
配
布

１

郵
送
に
よ
る
配
布

請
求
期
間

(1)

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
年
四
月
七
日
（
金
曜
日
）
午

後
五
時
ま
で

配
布
期
間

(2)

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
着

払
い
に
よ
り
郵
送
す
る

）
。

請
求
方
法

(3)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
請
求
し
、
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
次
の
宛
先
に
請
求
す
る
こ
と

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
り
請
求
す
る
場

。

合
に
あ
っ
て
は

氏
名

送
付
先
住
所

電
話
番
号

試
験
種
別

二
級

及
び
申
込
区
分

学

、

、

、

、

（

）

（
「

科
の
試
験
か
ら
」
又
は
「
設
計
製
図
の
試
験
の
み

）
を
明
記
す
る
こ
と

）

」

。

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

受
験
申
込
書
配
布
係

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
四
二

：

六
二
八

三
五
五
〇

－
－

２

配
布
場
所
に
お
け
る
配
布

配
布
場
所

(1)
ア

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局

（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建
築
会
館
四
階
）

イ

倉
敷
市
建
設
局
建
築
部
建
築
指
導
課

（
倉
敷
市
西
中
新
田
六
四
〇
）

ウ

津
山
市
都
市
建
設
部
建
築
住
宅
課

（
津
山
市
山
北
五
二
〇
）

配
布
期
間
及
び
時
間

(2)
ア

ア
の
場
所

(1)平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で

（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

）
並
び
に
同
月
二
十
二
日
（
土
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
三

。

日
（
日
曜
日
）
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
（
同
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
に
あ
っ

て
は
、
午
後
四
時
）
ま
で
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イ

イ
及
び
ウ
の
場
所

(1)平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で

（

。
）

（

（

）

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

同
日

月
曜
日

に
あ
っ
て
は
、
午
後
四
時
）
ま
で

七

そ
の
他

１

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
の
発
表

平
成
二
十
九
年
六
月
七
日
（
水
曜
日
）
頃
か
ら
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
に
掲

示
す
る
と
と
も
に
、
学
科
の
試
験
の
試
験
場
に
掲
示
す
る
。

２

受
験
に
際
す
る
特
別
措
置

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
受
験
申
込

時
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。
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〔
七
四
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九

年
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時学

科
の
試
験

(1)

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
三
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

(2)

平
成
二
十
九
年
十
月
八
日
（
日
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

場
所

岡
山
県
立
岡
山
工
業
高
等
学
校

（
岡
山
市
北
区
伊
福
町
四
丁
目
三
番
九
二
号
）

二

受
験
資
格

１

学
科
の
試
験

建
築
士
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

２

設
計
製
図
の
試
験

学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
七
年
又
は
平
成
二
十
八
年
の
木
造
建
築
士

試
験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む

）
に
お
い
て
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者

。

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
本
年
の
学
科
の
試
験
を
免
除
す
る
。

三

受
験
手
数
料

一
六
、
九
○
○
円

四

受
験
申
込
手
続

１

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

過
去
に
木
造
建
築
士
試
験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の

。

受
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
受
験
申
込
書
に
平
成
二
十
八
年
以
前
の
木
造
建
築
士
試
験
の

受
験
票
若
し
く
は
合
否
の
通
知
書
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
者
又
は
離
島
等
で
直
接
申
込
み
が
で
き
な

い
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
で
、
勤
務
先
の
証
明
書
若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
が
添
付

さ
れ
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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受
験
申
込
受
付
期
間

(1)

平
成
二
十
九
年
四
月
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
ま
で

受
験
申
込
方
法

(2)

次
の
宛
先
に
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と

（
平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
の
消
印
の

。

あ
る
も
の
ま
で
有
効
）

〒
一
○
二

○
○
九
四

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
六
号

紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル

－

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

本
部

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

平
成
十
六
年
以
降
に
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に

必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。受

験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
二
十
九
年
四
月
十
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
午
後
四
時

ま
で受

験
申
込
方
法

(2)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.

o
r
.
j
p
/

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

３

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

(1)

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で
の
毎
日
午

前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

受
付
場
所

(2)

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
会
議
室

（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建
築
会
館
五
階
）

受
験
申
込
方
法

(3)

受
験
申
込
書
は
、
原
則
と
し
て

の
受
付
場
所
に
申
込
者
本
人
が
直
接
提
出
す
る
こ
と
。

(2)

五

合
否
の
通
知

１

学
科
の
試
験

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日
（
火
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

２

設
計
製
図
の
試
験
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平
成
二
十
九
年
十
二
月
七
日
（
木
曜
日
）
頃
に
、
本
人
に
直
接
通
知
す
る
。

六

受
験
申
込
書
の
配
布

１

郵
送
に
よ
る
配
布

請
求
期
間

(1)

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
同
年
四
月
七
日
（
金
曜
日
）
午

後
五
時
ま
で

配
布
期
間

(2)

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
着

払
い
に
よ
り
郵
送
す
る

）
。

請
求
方
法

(3)

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
請
求
し
、
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
次
の
宛
先
に
請
求
す
る
こ
と

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
り
請
求
す
る
場

。

合
に
あ
っ
て
は

氏
名

送
付
先
住
所

電
話
番
号

試
験
種
別

木
造

及
び
申
込
区
分

学

、

、

、

、

（

）

（
「

科
の
試
験
か
ら
」
又
は
「
設
計
製
図
の
試
験
の
み

）
を
明
記
す
る
こ
と

）

」

。

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

受
験
申
込
書
配
布
係

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
四
二

：

六
二
八

三
五
五
〇

－
－

２

配
布
場
所
に
お
け
る
配
布

配
布
場
所

(1)

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局

（
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

建
築
会
館
四
階
）

配
布
期
間
及
び
時
間

(2)

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

金
曜
日

か
ら
同
年
四
月
二
十
四
日

月
曜
日

ま
で

土

（

）

（

）

（

曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

）
並
び
に
同
月
二
十
二
日
（
土
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
三
日
（
日

。

曜
日
）
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
（
同
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
に
あ
っ
て
は
、
午

後
四
時
）
ま
で

七

そ
の
他

１

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
の
発
表

平
成
二
十
九
年
六
月
七
日
（
水
曜
日
）
頃
か
ら
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
建
築
士
会
事
務
局
に
掲

示
す
る
と
と
も
に
、
学
科
の
試
験
の
試
験
場
に
掲
示
す
る
。

２

受
験
に
際
す
る
特
別
措
置
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受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
受
験
申
込

時
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。
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〔
七
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
南
溝
手
字
座
頭
橋
四
九
九

一
〇

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
一
六
五

五
エ
ク
リ
ー
ル
Ｃ
棟
二
〇
七

－

別
所

弘
章

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
四
号
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〔
七
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
小
寺
字
平
山
一
二
八
〇

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

愛
知
県
岡
崎
市
若
松
町
字
西
荒
子
五
〇

一
エ
ク
レ
ー
ル
Ｂ

二
〇
一

－
－

近
藤

俊
行

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
三
号
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〔
七
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称、

、

、

、

小
田
郡
矢
掛
町
横
谷
字
山
根
一
四
九
三

一

一
四
九
三

二

一
四
九
七

一
五
〇
一

一

－
－

－

一
五
〇
一

二
、
一
五
〇
一

三
、
一
五
〇
二

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
玉
島
阿
賀
崎
二
丁
目
一

一

－

医
療
法
人
社
団
新
風
会

理
事
長

髙
越

秀
和

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
一
三
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
五
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

「

を

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ラ

岡
山
市
中
区
国
富
四

五

－
－

・
ナ
シ
カ
く
に
と
み

一
二

」

「

－

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ラ

岡
山
市
中
区
国
富
四

五

－

に
、

・
ナ
シ
カ
く
に
と
み

一
二

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白
樺

岡
山
市
中
区
湯
迫
一
九－

」

「

備
前
市
伊
部
九
六
四

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
大
ヶ

－

地
荘

養
護
盲
老
人
ホ
ー
ム
鶴
海
荘

備
前
市
鶴
海
二
四
〇
六

を

備
前
市
鶴
海
二
四
〇
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
第
二

鶴
海
荘

」

「

備
前
市
伊
部
九
六
四

一

に
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
大
ヶ

－

地
荘

」
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「

を

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
亀
楽

備
前
市
吉
永
町
吉
永
中
三
六

荘

三

」

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
亀
楽

備
前
市
吉
永
町
吉
永
中
三
六

荘

三備
前
市
鶴
海
二
四
〇
一

に
改
め
る
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
備
前

多
聞
荘

備
前
市
鶴
海
二
四
〇
一

盲
養
護
老
人
ホ
ー
ム
備
前
多

聞
荘

」
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
エ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

オ

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
附
置
組
織
）次

の
各
号
に
掲
げ
る
警
察
本
部
の
課
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
組
織
を
附
置
す
る
。

第
一
条
の
二

一

総
務
課

公
安
委
員
会
補
佐
室
及
び
広
報
室

二

県
民
応
接
課

犯
罪
被
害
者
支
援
室
、
情
報
公
開
室
、
取
調
べ
監
督
室
及
び
音
楽
隊

三

厚
生
課

健
康
管
理
対
策
室

四

教
養
課

運
転
指
導
室

五

会
計
課

施
設
整
備
室
、
監
査
室
及
び
警
察
本
部
庁
舎
建
設
室

六

情
報
管
理
課

情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
室
及
び
照
会
セ
ン
タ
ー

七

生
活
安
全
企
画
課

犯
罪
抑
止
対
策
室
及
び
許
可
等
事
務
管
理
室

八

少
年
課

学
校
警
察
連
絡
室
及
び
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

九

地
域
課

鉄
道
警
察
隊
及
び
航
空
隊

十

刑
事
企
画
課

刑
事
指
導
室
及
び
捜
査
支
援
室

十
一

交
通
指
導
課

交
通
特
別
捜
査
室
及
び
交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー

十
二

交
通
規
制
課

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー

十
三

運
転
免
許
課

倉
敷
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー

第
二
条
の
見
出
し
を
「

係
等

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
隊
」
の
下
に
「
並
び
に
附
置
組
織
」

（

）

、「

」

「
、

」

、

「

」

「
、

」

を

係

の
下
に

班
又
は
小
隊

を
加
え

同
条
第
二
項
中

係

の
下
に

班
又
は
小
隊

を
加
え
る
。

第
五
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

公
安
委
員
会
補
佐
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
、
第
三
号
（
公
安
委
員
会
に
関
す
る
も
の
に
限
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る

）
及
び
第
六
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

。

３

広
報
室
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
五
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

２

犯
罪
被
害
者
支
援
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

情
報
公
開
室
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
九
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４

取
調
べ
監
督
室
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
十
一
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

５

音
楽
隊
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
十
二
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

健
康
管
理
対
策
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

運
転
指
導
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
三
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
一
条
第
三
号
中
「
財
産
」
を
「
公
有
財
産
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

施
設
整
備
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
三
号
（
公
有
財
産
に
関
す
る
も
の
に
限
る

）
及
び
第
六
号

。

の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

監
査
室
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４

警
察
本
部
庁
舎
建
設
室
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
六
号
（
警
察
本
部
庁
舎
建
設
に
関
す
る
も
の
に

限
る

）
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

。

第
十
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

照
会
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
七
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
五
条
第
三
号
中
「
行
方
不
明
者
」
を
「
精
神
錯
乱
者
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第

五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

２

犯
罪
抑
止
対
策
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
八
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

許
可
等
事
務
管
理
室
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
の
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

第
十
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

学
校
警
察
連
絡
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
二
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
（
学
校
警
察
連
絡
室
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く

、
第
三
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

。
）
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、

。

第
四
十
五
条
を
第
四
十
六
条
と
し

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る

第
四
十
条
第
二
号
イ
中
「
第
三
十
七
条
第
二
号
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

四
十
一
条
と
し
、
第
三
十
九
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ

繰
り
下
げ
る
。

第
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

倉
敷
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
前
項
第
二
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
四
条
を
第
三
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
前
項
第
二
号
（
交
通
信
号
機
に
関
す
る
も
の
に
限
る

）
及

。

び
第
三
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
三
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

交
通
特
別
捜
査
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

、

。

第
三
十
二
条
を
第
三
十
三
条
と
し

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る

第
二
十
五
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四

条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

犯
罪
の
手
口
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

刑
事
指
導
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
（
刑
事
警
察
の
運
営
に
関
す
る
指
導
に
関
す
る
も
の
に

限
る

）
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

。

３

捜
査
支
援
室
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十
一
条

と
す
る
。

第
十
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

鉄
道
警
察
隊
に
お
い
て
は
、
前
項
第
六
号
及
び
第
七
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

航
空
隊
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
八
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。
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第
十
八
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
）

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
九
条

一

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

二

サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
。
）

三

サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
号
中
「
中
型
自
動
車
」
の
下
に
「
、
準
中
型
自
動
車
」
を
加
え
る
。

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第５号（第10条の２関係）

※整理
番号

安全運転管理者に関する届出書
副安全運転管理者

年 月 日
岡山県公安委員会 殿

ア 安全運転管理者
を選任・解任

イ 届出者（使用者，代理人等）
副安全運転管理者 したのでお届けします。 事業者名又は氏名 ㊞
届出事項（イエカコ）を変更 所在地又は住所

ウ 選 任 年 月 日 年 月 日 ふりがな
コ

ふりがな 事業所名
使

エ 安全運転管理者 氏 名 事 業 所 〒
副安全運転管理者 用 所 在 地 電話

生年月日
（年齢） ・ ・ （ 歳） の １ 官公署 ２ 公社公団等 ３ 農業

４ 林業 ５ 漁業 ６ 鉱業
オ １ ２ ３ 本 業 種 別 ７ 建設業 ８ 製造業 ９ 卸・小売業

運転管理経験 運転管理経験１年 公安委員会の 10 不動産業 11 金融保険業

資
安全運転管理者 ２年以上 以上で公安委員会 認定 拠 12 運輸業 13 電気ガス業 14 通信業

格
の教習修了 15 サービス業 16 その他（ ）

要
件 １ ２ ３ サ 自 乗 用 貨 物 大 小 大 普

副安全運転管理者 運転管理経験 運転経験３年以上 公安委員会の
１年以上 認定 使 動 大 中 準 普 大 中 準 普 自 自 計

用 中 軽 中 軽
カ 職 務 上 の 地 位 の

車
型 型 型 通 型 型 型 通 特 特 二 二

本
免許の種別 拠 台

に
免許年月日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ お 数

け () () () () ()

キ 運 転 免 許
免許証番号 る

自
免
大型 中型 準 普通 大特 小 大 普

交付年月日 ・ ・ 動 運 許
車 種 一 二 一 二 中 一 二 一 二 自 自 計

交付公安 公安委員会 台 転 別
委 員 会 数 種 種 種 種 型 種 種 種 種 特 二 二

・
者

勤 務 日勤 隔日 その他（ ） 運

ク 勤 務 態 様 転 数 数
補助者の 有（ 名） 無 者
有 無 数

ケ 勤 務 期 間 勤 務 場 所 職 名 シ 解任年月日 年 月 日
安 副 前
全 安 任 氏 名
運 全 自 ・ ・ 至 ・ ・
転 運 安 副
管 転 全 安 解
理 管 運 全
者 理 自 ・ ・ 至 ・ ・ 転 運 任

者 管 転 １ 退職 ２ 転任 ３ その他（ ）
理 管 事

と の 者 理
し 経 自 ・ ・ 至 ・ ・ 者 由
て 歴

備 協議会加入 有 無 全従業者数 人

考

備考 １ 届出者は，氏名を記載し，及び押印することに代えて，署名することができる。
２ 該当記号，文字等に○印をする。
３ 自動車台数のうち，ダンプカーの台数を（ ）内に内数で記入する。また，大型自動二輪車又は普通自動二輪車は，それぞれ
１台を0.5台として計算して記入する。

４ 添付書類
(1) 管理経験を資格要件とする人

運転免許証（又は住民票）の写し，履歴書，管理経験を証明する書面（事業主の証明），運転記録証明書（運転免許がある
人のみ） 各１通

(2) 運転経験を資格要件とする人
運転免許証の写し，履歴書，運転記録証明書 各１通

(3) 公安委員会の資格認定教習修了者は上記(1)又は(2)のほかに修了証書の写し １通
(4) 公安委員会の認定が必要な人

資格認定申請書，履歴書，運転免許証（又は住民票）の写し 各１通
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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